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川越市育英資金貸付基金条例施行規則（原文縦書）

平成１２年３月３１日

規則第３８号

（趣旨）

第１条 この規則は、川越市育英資金貸付基金条例（昭和４０年条例

第２８号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定

めるものとする。

（申請手続）

第２条 育英資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとす

る者は、毎年３月中の教育委員会が指定する日までに学資金・入学

準備金借入申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて申請し

なければならない。

⑴ 推薦書（様式第２号）

⑵ 成績証明書

⑶ 健康診断書

⑷ 世帯の全員が記載された住民票の写し

⑸ 資金の貸付けに係る高等学校等（条例第３条第２号に規定する

高等学校等をいう。以下同じ。）の合格証の写し

⑹ 保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）の前年の所得

を証明するもの

（貸付けの決定）

第３条 教育委員会は、資金の貸付けの可否を決定したときは、育英

資金貸付決定通知書（様式第３号）により資金の貸付けを申請した

者に通知する。

（連帯保証人）

第４条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人二人を立て

なければならない。

２ 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、教育委員会が適当と

認める者でなければならない。

３ 連帯保証人のうち一人は、資金の貸付けを受けようとする者が未

成年者である場合にあっては保護者とし、資金の貸付けを受けよう

とする者が成年者である場合にあっては父、母又は同居する親族と

する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この
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限りでない。

（借入手続）

第５条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる書類を教育委員会の

指定する日までに提出しなければならない。

⑴ 誓約書（様式第４号）

⑵ 学資金借用証書（様式第５号）

⑶ 入学準備金借用証書（様式第６号）

⑷ 連帯保証人に関する調書（様式第７号）

⑸ 連帯保証人の前年の所得を証明するもの

⑹ 預金口座振替依頼書

２ 教育委員会は、前項の書類を受理したときは、学資金については

学資金貸付証書（様式第８号）を、入学準備金については入学準備

金貸付証書（様式第９号）を交付する。

（資金の貸付け）

第６条 資金の貸付けは、学資金については毎年４月初日並びに６月、

９月及び１２月の末日に、入学準備金については３月末日に行う。

（成績証明書）

第７条 資金の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）は、毎

年３月に在学する学校の成績証明書を４月末日までに教育委員会に

提出しなければならない。

（異動届）

第８条 借受者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、

異動届（様式第１０号）により直ちに教育委員会に届け出なければ

ならない。

⑴ 借受者又はその保護者の住所等の異動

⑵ 借受者の休学、復学、転学又は退学

⑶ 連帯保証人の住所等の異動

⑷ その他教育委員会が指示した事項

（進路調書等）

第９条 借受者は、当該資金に係る高等学校等の修業年限の終了後に

進路調書（様式第１１号）及び卒業証明書又は卒業証書の写しを教

育委員会へ提出しなければならない。

２ 学資金の借受者は、前項の書類と共に学資金借用確認書（様式第
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１２号）を提出しなければならない。

（返済期間）

第１０条 学資金の返済は、借受者が卒業した日の属する月の末日か

ら６月を経過した日から当該学資金の貸付け期間の２倍の期間内に

おいて月賦で返済しなければならない。ただし、当該学資金の全部

又は一部を繰り上げて返済することができる。

２ 入学準備金の返済は、借受者が卒業した日の属する月から６月を

経過した日から当該入学準備金に係る高等学校等の修業年限の２倍

の期間内において月賦で返済しなければならない。ただし、当該入

学準備金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

（返済の猶予）

第１１条 教育委員会は、借受者が進学、災害、疾病その他特別の事

情のため返済が困難と認める場合は、相当期間、その返済を猶予す

ることができる。

２ 前項の規定による返済の猶予を受けようとするときは、育英資金

返済猶予願（様式第１３号）を提出しなければならない。

（返済の免除）

第１２条 教育委員会は、借受者が精神若しくは身体の障害（以下「障

害」という。）により労働能力を喪失し、又は死亡したときは当該

資金の返済未済額の全部又は一部の返済を、障害により労働能力を

高度に制限されるに至ったときは当該資金の返済未済額の一部の返

済を免除することができる。

２ 前項に規定する返済の免除を受けようとするときは、育英資金返

済免除願（様式第１４号）を提出しなければならない。

（委任）

第１３条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な

事項は、教育委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１３年３月２８日規則第１３号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２４年２月２０日規則第４号）

１ この規則は、平成２４年３月１日から施行する。
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２ 改正後の川越市育英資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規

則の施行の日以後に新たに資金の貸付けを受けようとする者につい

て適用し、同日前に資金の貸付けを受けた者については、なお従前

の例による。

（以下様式省略）


